
考慮して決められている。フライト毎の速度計画

を出発前に取得して軌道予測に反映することが

望ましいが、その環境が実現するまでは全体的な

速度設定の傾向を解析して、運航モデルに反映す

る方法が有効と考えられる。また、飛行中の航空

機のマック数と指示対気速度の現在値について

は、SSR（Secondary Surveillance Radar）モー
ド S のデータ通信機能により地上側で取得する
ことが可能である。このような監視情報を軌道予

測に取り込むことも有効と考えられる。 
 

5. おわりに 

航空機の軌道予測に対する誤差要因について

検討した。初めに、気象予報（風向、風速、外気

温）と航空機の速度について、予測モデルで算出

した予測値と航空機で測定した実測値の比較例

を示した。次に、対地速度予測の誤差要因につい

て、航空機の速度モデルに起因する誤差と気象予

報に起因する誤差を解析した。その結果、気象予

報に起因する誤差より、航空機の速度モデルに起

因する誤差が大きく、対地速度誤差が大きい場合

は、航空機のマック数や指示対気速度がモデル値

と差がある場合が多いことがわかった。 
今後は、気象の予測値が実測値と異なる部分に

ついての詳細な解析、気象の空間と時間変化を考

慮した補間方法の検討、上昇と降下区間での予測

誤差の解析、誤差要因を低減する方法の検討を進

める予定である。 
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表 2．誤差要因毎の平均値と標準偏差の比較 

 
サンプル番号 R2 R3 R20 R100 

風速積平均(kt) 0.32 1.28 1.48 -3.56 

風速積標準偏差(kt) 5.21 4.29 7.77 8.20 

風向積平均(kt) -0.05 0.93 -1.19 1.05 

風向積標準偏差(kt) 4.89 4.63 4.06 5.02 

外気温積平均(kt) -0.60 0.03 -0.03 -0.07 

外気温積標準偏差(kt) 1.28 0.53 0.17 0.21 

真対気速度積平均(kt) -4.38 -6.99 -3.52 1.43 

真対気速度積標準偏差(kt) 10.12 9.35 6.84 17.26 

マック数積平均(kt) -2.41 -4.32 -1.81 0.58 

マック数積標準偏差(kt) 10.41 9.27 7.00 17.06 

指示対気速度積平均(kt) 9.20 -2.90 -8.11 -11.75 

指示対気速度積標準偏差(kt) 14.16 9.67 8.18 16.49 

全体平均(kt) 1.51 4.59 2.30 1.19 

全体標準偏差(kt) 14.25 12.60 11.21 19.37 
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1 安全管理システム 
本邦では，事故・インシデントの発生の原因

を個人の不注意・技量不足等に帰することが多

いが，高いワークロード，マン・マシンインタ

ーフェースの不備，経済運航へのプレッシャー，

安全を軽視した組織文化や規制の欠如等，個人

に帰せられない要因も多い．また，それらの危

険因子（ハザード・危険につながる可能性のある

事象・条件）の中には，事故・インシデントに

至らなかったために，表面化していないものも

存在する可能性がある． 
国 際 民 間 航 空 機 関 (International Civil 

Aviation Organization, ICAO)のシカゴ条約付
属書により，認定訓練組織，航空機の運航者，

整備事業場，ヘリの整備，航空機の設計製造，

航空交通業務，飛行場業務での安全管理システ

ム(Safety Management System, SMS)の導入
が義務付けられている．安全管理システムは潜

在的な危険因子の発見・対策を目的としている．

潜在的な危険因子を潰していくことにより，同

一の原因に起因する事故・インシデントの発生

を防止する．図 1に概念図を示す． 
 

事故
1  5

重大インシデント
30  100

インシデント
100  1000

潜在的な危険因子
1000  4000

安全管理システム  
図 1 ハインリッヒの法則 

 
安全管理システムは安全方針と安全目標，安

全リスク管理，安全保証，安全推進の 4つの柱
からなっている（図 2）．安全方針の策定に際
しては，管理部門の参画が必要となる．ガイド

ラインとしての安全方針が管理部門により定ま

ったところで，「滑走路誤進入年間 10件未満」
等のより具体的な安全目標が設定される． 

 

安全管理システム安全管理システム
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安全目標

安全リスク管理 安全保証 安全推進

目標設定目標設定 事前検証事前検証 事後検証事後検証 安全文化安全文化
情報共有情報共有  

図 2 安全管理 4本の柱[1] 
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図 3 安全リスク管理と安全保証[1] 

 
 
 

19.定性的空域安全性評価手法について 
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安全リスク管理は新規運航手順・システム導

入前のハザード同定及びリスク評価から構成さ

れている．一方で，安全保証では，運用状況・

システムの性能等を安全の面から継続的に監視

する．安全推進では，訓練や教育，対話を通じ

て安全文化を培うと共に安全情報の共有を図る．

安全リスク管理と安全保証の関係を図 3 に示
す． 
安全管理システムの導入規模や成熟度は，組織

やその取り組み方によって異なる．例えば，既に

起こってしまったインシデントや事故からその原

因を調査し、対処するという安全管理の手法があ

る．これは危険因子に関するデータが自ずと顕在

化するまで待つ手法であり，受動的な安全管理手

法である． 
安全管理手法の一つとして，安全報告制度が

ある．事故・インシデントとして表面化はして

いないものの，現場は既に潜在的な危険因子に

気付いているかも知れない．安全報告制度では

安全に悪影響を与える事象について現場から報

告を求める．非懲罰・匿名性は，自発的安全報

告制度推進のために非常に重要である． 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
積極的な安全管理からさらに進んだ安全管

理への取り組みとして，予測的な安全管理をあ

げることが出来る．予測的な安全管理では，安

全報告を待つまでもなく，日々のデータから潜

在的な危険因子を発見・対処していく．飛行デ

ータや管制システムデータを収集・解析し，危

険因子の発見や安全に係わるシステムの性能を

継続的に監視していく．また，新システム・新

方式の導入時には導入に先立って安全リスク評

価を実施し，導入前に可能な限り危険の芽を摘

んでおく． 
図 4に安全管理の成熟度とハザードに関する

データ源の関係についてまとめた．安全管理シ

ステムが成熟していくにしたがって，データ源

が豊富になっていく様子が図示されている．  
 
本稿では既存のハザード同定・リスク評価手

法とその長所・短所および安全管理システムと

の関係について述べていく．また，最後にこの

分野での電子航法研究所の試みを紹介する． 
 
 
 

ハザード
予測的 積極的 受動的 受動的
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図 4 安全管理システムの成熟度とデータ源[1] 
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2 安全報告制度・安全情報データベース 
過去の事故・インシデント報告や安全報告制

度により得られる安全情報を収集・整理するこ

とにより，現システムや方式に起因するハザー

ドの情報（種別・頻度）を収集することが出来

る．これらのデータは現場へのフィードバック

情報として役立てることが出来る．また，他の

分析手法により安全性解析を実施する際に基礎

となる．コンピュータ技術の発達により，デー

タベース化された膨大なデータから特定の情報

を取り出すことは技術的には難しくない．また，

登録されたメンバーに対して，インターネット

経由で情報を提供することも可能である． 
実際，アメリカ航空宇宙局(NASA)では，安

全情報の水平展開を目的とした航空安全報告制

度[3]の運用を行い，現在では操縦士・航空管制

官・整備士等から 3,000件／月の安全情報を入
手している[2]．また，インターネットを通じた

データ提供も実施している． 
当該手法により信頼できる成果を得るために

は，蓄積されるデータの充実が不可欠であり，

データの充実化のためには，安全報告制度の成

熟化が不可欠であることは言うまでもない． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 構造化ミーティング 
構造化ミーティングは既存ないし新規の方式

やシステムの潜在的な危険因子の同定・リスク

評価手法の一つである．構造化ミーティング手

法の専門家が議長となり，ミーティングを通し

て，評価対象となる方式やシステムの専門家（空

域設計者や管制官・操縦士など）から考えうる

危険因子を引き出す．専門家の経験に基づき，

危険因子の発生頻度と危険因子発生時の被害の

度合いを見積もり，リスク評価を行うこともあ

る．したがって，構造化ミーティングは安全リ

スク管理におけるハザード同定作業において新

しい設計に対する潜在的な危険因子の洗い出し

と，今まで検討されなかった危険因子の引き出

しに広く適用できる．図 5に適用例を示す． 
HAZOP（Hazard and Operability Study）[4]

は構造化ミーティングの一つである．当該手法

では評価対象を幾つかのノードに分割し，パラ

メータのズレを表すガイドワードを決定する．

ノードごとにパラメータとガイドワードの組み

合わせによって導き出されたズレに対して，現

実的な発生原因を特定し，ズレの影響度や安全

対策を検討する． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 5 STCAに対する構造化ミーティングの適用例[5] 
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HAZOP は 1970 年代に化学プラントの安全
性評価に用いる目的で開発され，今では，原子

力産業，プロセス産業，ソフトウェア開発等に

応用されている．ATM 分野でも， ASAS への
適用等適用事例がある[6]． 
 
4 リアルタイムシミュレーション 

Human In The Loop(HITL)シミュレーショ
ンであり，リスクのない状態で，現実に近い環

境を再現できる．実施方法としては，管制を行

なわず交通をフォローするのみの「シャドー・

モード・トライアル」と実際に管制を行なう「生

のトライアル」を実行することが出来る．リア

ルタイムシミュレーションは，安全リスク管理

フェーズでの危険因子の洗い出し，洗い出され

た危険因子の発生頻度の解析に用いることが出

来る．EUROCONTROL実験センターでは安全
を扱う上でよいと考えられるシミュレーション

の実施例をまとめている[7]． 
発生頻度が稀な危険因子や事象を考える場合，

シュミレーションシナリオにおける危険因子の

発生頻度が高く設定されていることが多く，管

制官の反応が現実と異なることがあるという短

所がある． 
 
5 事象木，故障木，蝶ネクタイ 
事象木・故障木分析は原子力分野[8]で広く用

いられ，現在，航空を含む多くの分野で用いら

れている． 
事象木分析とは，危険因子から開始し，それ

に引き続いて起こる事象（対応策・防護システ

ム）を考えることにより，重大な結果（事故等）

に至るプロセスと（各分岐での発生確率が分か

っていれば）重大な結果の発生確率を計算する

ことが出来る．図 6に事象木のイメージを示す． 
また，故障木分析とは，事象木分析とは逆に，

危険因子の原因となる下位の事象を考えること

により，危険因子の発生プロセスと（各分岐で

の発生確率が分かっていれば）発生確率を計算

することが出来る．図 7に故障木のイメージを
示す． 
これらの手法は，安全リスク管理における安

全リスク評価作業で用いることが多い． 
蝶ネクタイ分析は，リスクの定量化が不可能

か必須ではない安全リスク評価への構造的アプ

ローチ手法である．蝶ネクタイ図は幾つかの種

類が存在するが，多くの場合，蝶ネクタイの結

び目は危険因子を，左側は危険因子を引起す可

能性のある因子を，右側は危険因子の引起す結

果を図示する．蝶ネクタイ図の主な役割は，重

大な危険因子がどのように発生し，それに対し

てどのような安全防護が存在しているかを図示

することにある．図 8に蝶ネクタイ図のイメー
ジを示す．図 8の例の場合，蝶ネクタイの左側
が故障木に，右側が事象木となっている．図 8
下のフロー図は管理システムや手順等を表して

いる． 
 

 
図 6 事象木 [2] 

 

 
図 7 故障木 [2] 
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6 ヒューマンファクター 
 管制官や操縦士等の人間は航空交通管理シス

テムの中でシステム要素の一つとして，重要な

位置を占めている．それ故，上記の手法を人間

に適用するだけでなく，認知的アプローチ等人

間を対象とした特別な手法も多い．ただし，本

稿では割愛する． 
 
7 ハザード追跡，長期自動監視 
第 3章から第 6章までは，主に新システム・
新手順導入前の安全リスク管理フェーズにおい

て適用される手法を紹介した．しかし，安全管

理マニュアル[1]でも述べられているように，安

全リスク管理だけでは十分ではない．運用中も

変わらず安全であることを保証し続ける安全保

証業務も重要となる．そのためには，以下を実

施する必要がある． 
1. 安全リスク管理フェーズで見逃した危険因

子の同定 
2. 安全リスク管理における解析で仮定された

仮定の継続的な妥当性検証 
3. 特定された危険因子の発生頻度の確認 
 項目 1は第 2章で述べた安全報告制度・安全
情報データベースの運用を通して実現していく． 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
項目 2及び項目 3は既知の事象の監視であり，

可能な限り，系統的・網羅的かつ継続的に実施

される必要がある． 
項目 2及び項目 3のための手法の例として米

国でのレーダデータによる自動的安全性能監視シ

ステム PDARS (Performance Data Analysis & 
Reporting System) [9]がある．PDARSはアメリカ
航空宇宙局とアメリカ連邦航空局が共同開発した

レーダデータのネットワーク化と分析用ツールで

ある。PDARS により，各施設の意思決定者は，
安全性だけでなく，ATC運用の健全性，遂行能力
等を監視することが出来る．PDARS は安全管理
システムにおける安全性能監視活動の一部を担

う． 
PDARSの主要機能は以下の 4つである． 

1. 航跡データと飛行データの自動収集・解析 
2. 日報の自動生成 
3. GRADE （ Graphic Airspace Design 

Environment）による可視化 
4. PDARS WAN によるデータと報告書の配

布 
 
 
 
 
 

 
図 8 蝶ネクタイ分析 [2] 
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8 電子航法研究所の試み 
電子航法研究所の空域安全性研究チームは，

長らく ICAOで開発された衝突危険度モデルの
研究を行なってきており，現在も継続している．

しかし，当該手法は航空機管制間隔の安全リス

ク評価や安全性能監視・測定（図 3参照）のた
めの手法であって，危険因子同定の手法ではな

かった．成熟した安全管理システムの構築のた

めには，危険因子同定のための手法の開発も必

要であると考える．したがって，電子航法研究

所の空域安全性研究チームは現在 WebHIRAS
の開発に着手している．WebHIRAS とは

Web2.0 技術[10]を用いた危険因子同定・定性的

リスク評価支援ツールである．第 3章で述べた
ように，多くの場合，危険因子の同定は構造化

ミーティングにより行なう．ミーティングには，

以下のような問題点がある． 
 参加者のスケジュール調整の困難さ 
 遠隔地からの参加コスト 
 限られたミーティング時間 
 記録の手間 
一方で，一方的な情報提供ツールであった

Web 技術が電子掲示板・チャット・twitter[11]

といった双方向コミュニケーション手段として

成熟している．これらは，参加者がいつでも好

きなときに参加でき，遠隔地でも簡便安価に接

続でき，長時間にわたる意見収集が可能で，別

途発言内容を記録せずとも，書き込まれた内容

がそのまま記録となる． 
WebHIRAS では 3 種類のユーザが想定され

ている．構造化ミーティングの議長や事務局の

役割を担う「管理者」，構造化ミーティングの参

加者に対応する「評価者」，Web 技術の問題に
対応する「Web技術者」である．管理者は，問
題の設定，必要な資料の収集・提供，スケジュ

ールの策定，評価者からのリスク評価対象に対

する質問への回答，評価者の誘導，報告書の作

成を行なう． 
評価者は，評価対象となる資料を熟読のうえ，

WebHIRAS を用いて思いついた危険因子の書
き込み，経験に基づくリスク評価，コメントの

書き込みを行う．表 1 と表 2 に危険因子の発
生頻度・被害の深刻さの分類例を示す．評価者

は自らの経験や専門的な知見に基づいて，発生

頻度・被害の深刻さの分類から評価対象の危険

因子に当てはまるものを選択する．意見が大き

く割れる場合には電子掲示板等で議論し，決定

する．（決定には「情報不足により不明」も含ま

れる．） 
Web技術者は WebHIRASの使い方等，管理

者・評価者からの技術的な質問に対応する． 
 
WebHIRASにも問題点はある．WebHIRASは
パソコンの使用を前提としているため，パソコ

ン等に不慣れな参加者にとっては使い辛いもの

となるということである．この問題に関しては，

高齢者向け携帯電話の成功が教訓となる．携帯

電話はメール・カメラ等電話本来の機能を満載

し，操作の習得に非常な困難を伴っていた．現

在では，携帯電話各社は「大きなボタン」「読み

やすいディスプレイ」「シンプルな機能」の高齢

者向け携帯電話サービスを提供しいている． 
 

WebHIRASにおいても，「シンプル」をコン
セプトとしたデザインを採用し，可能な限りユ

ーザフレンドリーな環境を提供する予定である． 
WebHIRASが抱えるもう一つの問題点は，他
の参加者の発言内容が Web にアクセスしない
限り確認できないということである．常に発言

があったか否か確認のために Web にアクセス
することは煩わしい．これに対処するために，

WebHIRAS では，他の参加者の発言があった
ときに自動でその内容を参加者にメールで通知

する機能をつけている． 
 
 

 
頻度分類 頻度 

ありうる 1日に 1回起こる 

起こりそうにない 1年に 1回起こる 

全く起こりそうにな

い 
100年に 1回起こる 

ありえない 
100年に 1回も起こらな

い 

表 1 発生頻度の分類例[12] 
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9 まとめ 
 本稿では ICAOが導入を進める安全管理シス
テムを概説し，それを支える危険因子同定・リ

スク評価技術等を紹介した．最後に，電子航法

研究所の試みとして，Web2.0 技術を用いた危
険因子同定・定性的リスク評価支援ツール

WebHIRASを紹介した．WebHIRASは現在開
発中であり，本年度中のプロトタイプ完成を目

指している． 
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深刻さ分類 1 2 3 4 5 

影響 
安全マージンの

完全な喪失 

安全マージンの

大幅な喪失 

安全マージンの

喪失 

安全マージンの

軽微な喪失 

安全に対する影

響なし 

影響の例 

以下に例示され

る事故 

・単独／複数の

壊滅的な事故 

・単独／複数の

空中衝突 

・単独／複数の

地上での航空機

同士の衝突 

・単独／複数の

管制下・操縦可

能状況下での進

入禁止区域への

侵入 

・完全に操縦不

可能 

監視や交通管

制・操作手順等

の事故を防止す

るような（考察対

象となっている

危険源とは）独

立な回復手段が

ない 

以下に例示され

る重大なインシ

デント 

・操縦士・管制が

コントロールして

いない状況ない

しそのような状

況から回復でき

ない状況での大

きな管制間隔

（例：管制間隔基

準の半分以上）

の喪失 

・単独／複数の

航空機のクリア

ランスからの逸

脱で、事故の回

避（やその他回

避行動が求めら

れる）のため急

激な衝突回避行

動や進入禁止区

域進入回避行動

が必要 

以下に例示され

るインシデント 

・操縦士・管制が

コントロールして

いる状況ないし

そのような状況

から回復できる

状況での大きな

管制間隔（例：管

制間隔基準の半

分以上）の喪失 

・操縦士・管制が

コントロールして

いない状況ない

しそのような状

況から回復でき

ない状況での小

さな管制間隔

（例：管制間隔基

準の半分以下）

の喪失。（衝突

回避行動や進入

禁止区域進入回

避行動なしでは）

そのような状況

から回復するこ

とが出来ない。 

以下に例示され

るインシデント 

・安全に直接の

影響はないが、

管制官や操縦士

のワークロード

の増加やCNSシ

ステムの機能低

下等により、間

接的に安全に影

響のある状況 

・操縦士・管制が

コントロールして

いる状況ないし

そのような状況

から回復できる

状況での小さな

管制間隔（例：管

制間隔基準の半

分以下）の喪失 

運航に直接・間

接の影響がない

状態 

表 2 被害の深刻さの分類例[12] 
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といった双方向コミュニケーション手段として

成熟している．これらは，参加者がいつでも好

きなときに参加でき，遠隔地でも簡便安価に接

続でき，長時間にわたる意見収集が可能で，別

途発言内容を記録せずとも，書き込まれた内容

がそのまま記録となる． 
WebHIRAS では 3 種類のユーザが想定され

ている．構造化ミーティングの議長や事務局の

役割を担う「管理者」，構造化ミーティングの参

加者に対応する「評価者」，Web 技術の問題に
対応する「Web技術者」である．管理者は，問
題の設定，必要な資料の収集・提供，スケジュ

ールの策定，評価者からのリスク評価対象に対

する質問への回答，評価者の誘導，報告書の作

成を行なう． 
評価者は，評価対象となる資料を熟読のうえ，

WebHIRAS を用いて思いついた危険因子の書
き込み，経験に基づくリスク評価，コメントの

書き込みを行う．表 1 と表 2 に危険因子の発
生頻度・被害の深刻さの分類例を示す．評価者

は自らの経験や専門的な知見に基づいて，発生

頻度・被害の深刻さの分類から評価対象の危険

因子に当てはまるものを選択する．意見が大き

く割れる場合には電子掲示板等で議論し，決定

する．（決定には「情報不足により不明」も含ま

れる．） 
Web技術者は WebHIRASの使い方等，管理

者・評価者からの技術的な質問に対応する． 
 
WebHIRASにも問題点はある．WebHIRASは
パソコンの使用を前提としているため，パソコ

ン等に不慣れな参加者にとっては使い辛いもの

となるということである．この問題に関しては，

高齢者向け携帯電話の成功が教訓となる．携帯

電話はメール・カメラ等電話本来の機能を満載

し，操作の習得に非常な困難を伴っていた．現

在では，携帯電話各社は「大きなボタン」「読み

やすいディスプレイ」「シンプルな機能」の高齢

者向け携帯電話サービスを提供しいている． 
 

WebHIRASにおいても，「シンプル」をコン
セプトとしたデザインを採用し，可能な限りユ

ーザフレンドリーな環境を提供する予定である． 
WebHIRASが抱えるもう一つの問題点は，他
の参加者の発言内容が Web にアクセスしない
限り確認できないということである．常に発言

があったか否か確認のために Web にアクセス
することは煩わしい．これに対処するために，

WebHIRAS では，他の参加者の発言があった
ときに自動でその内容を参加者にメールで通知

する機能をつけている． 
 
 

 
頻度分類 頻度 

ありうる 1日に 1回起こる 

起こりそうにない 1年に 1回起こる 

全く起こりそうにな

い 
100年に 1回起こる 

ありえない 
100年に 1回も起こらな

い 

表 1 発生頻度の分類例[12] 
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9 まとめ 
 本稿では ICAOが導入を進める安全管理シス
テムを概説し，それを支える危険因子同定・リ

スク評価技術等を紹介した．最後に，電子航法

研究所の試みとして，Web2.0 技術を用いた危
険因子同定・定性的リスク評価支援ツール

WebHIRASを紹介した．WebHIRASは現在開
発中であり，本年度中のプロトタイプ完成を目

指している． 
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影響の例 

以下に例示され
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・単独／複数の

壊滅的な事故 

・単独／複数の

空中衝突 
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地上での航空機
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管制下・操縦可

能状況下での進

入禁止区域への

侵入 

・完全に操縦不
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コントロールして
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状況での大きな

管制間隔（例：管

制間隔基準の半

分以上）の喪失 

・操縦士・管制が

コントロールして

いない状況ない

しそのような状

況から回復でき

ない状況での小

さな管制間隔

（例：管制間隔基

準の半分以下）

の喪失。（衝突

回避行動や進入

禁止区域進入回

避行動なしでは）

そのような状況

から回復するこ

とが出来ない。 

以下に例示され

るインシデント 

・安全に直接の

影響はないが、

管制官や操縦士

のワークロード

の増加やCNSシ

ステムの機能低

下等により、間

接的に安全に影

響のある状況 

・操縦士・管制が

コントロールして

いる状況ないし

そのような状況

から回復できる

状況での小さな

管制間隔（例：管

制間隔基準の半

分以下）の喪失 

運航に直接・間

接の影響がない

状態 

表 2 被害の深刻さの分類例[12] 
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